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埼玉県地域強靱化計画の進捗状況についての総合的な評価 
（令和５年度） 

 

取 組 消防力等の発揮による被害の発生抑制・軽減【危機、福祉】 
 
【計画書の記載内容】 

 地震による建物倒壊や列車転覆事故等の災害現場に迅速に出動し、効果的な救 

助・医療活動を行う埼玉県特別機動援助隊の研修及び訓練を計画的に実施する。 
 大規模災害を含む危機事案に対処できる必要な基礎知識を習得するため、県及び 

市町村職員を対象とした研修や訓練を実施する。市町村防災体制の整備を促進する 

ため、避難行動要支援者名簿に基づく市町村の個別避難計画策定の支援等に取り組

む。 
 

○ 取組の必要性 

大規模な災害や事故などに即応できるよう、実践的な訓練や研修を繰り返し実施

し、被害を少しでも軽減する必要がある。 

 

○ 目指す姿 

・ 消防機関、埼玉ＤＭＡＴ及び埼玉県防災航空隊で構成する埼玉県特別機動援助隊

の災害対応力を強化する。 

・ 県・市町村職員があらゆる危機事案に対処できる体制を確保する。 

 

○ 平成２９～令和５年度の取組 

・ 埼玉県特別機動援助隊においては、令和３年４月から、県内の災害対応力の強化

を図ることを目的に、消防の構成機関を一部の消防から県内の全消防本部に拡大し

た。また、多数傷病者災害を想定した実践的な研修・訓練を累計３０回実施した。 

・ 市町村長向けのトップフォーラムをはじめ、県及び市町村職員を対象に危機管理

指導者養成研修などの総合的な危機対処能力の向上を図る研修を実施した。令和

２、３年度については、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部の研修を規

模縮小や中止したが、国民保護図上訓練に加え図上検討会を実施し、関係機関との

連携を確保した。令和５年度は災害や危機事案に迅速・的確に対応できるように、

九都県市合同防災訓練、大規模災害時対応図上訓練、国民保護訓練、帰宅困難者対

策訓練及び埼玉版 FEMA図上訓練など、関係機関と連携した訓練を実施した。 

・ 避難行動要支援者名簿に基づく個別避難計画については、全ての市町村で個別避

難計画の策定に着手済となった。また、災害対策基本法の改正を受け、市町村に対

する実効性のある個別避難計画策定について、研修を実施した。 

 

○ 評 価 

目指す姿の達成に向けて順調に進んでいるものと評価している。 

 

 

【資料１】 
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取 組 災害に強い都市づくり【都市】 
 

［計画書の記載内容］ 

 災害時の住宅・建築物の延焼を軽減させるため、延焼の危険性の高い地域や幹線 

道路の沿道に防火地域又は準防火地域を指定する市町の都市計画決定を支援する。    

 県と市町村が連携・協力した土地区画整理事業や市街地再開発事業の促進、住宅 

密集地の改善等のまちづくりを推進する。 

 

○ 取組の必要性 

 災害の発生による市街地火災を抑制するため、延焼対策など災害に強い都市づくり

が必要である。 

  

○ 目指す姿 

・ 令和８年度末までに防火地域又は準防火地域を２０地区以上指定し、建物の更新

時に不燃化を促進する。 

・ 令和８年度末までに土地区画整理事業、市街地再開発事業により良好な都市基盤

が整備された住宅地や商業地の面積を、令和２年度から５２６ha増やし、２０，９

４２haとする。 

 

○ 平成２９～令和５年度の取組 

・ 防火地域又は準防火地域を日高市など６５地区に指定した（累計４，１４８．４

ha）。 

・ 都市計画区域が定められている県内６１市町に対し職員向けの「防火地域又は準

防火地域の指定に関する考え方」を配布した。また、県内５５市町に対し職員向け

の勉強会を実施した。 

・ 土地区画整理事業や市街地再開発事業を促進し、良好な都市基盤が整備された住

宅地や商業地の面積が７４６ha増加した。 

・ 市町村の住宅密集地改善計画の策定に向け、防災やまちづくりに知見のある専門

家を１０市町に派遣し改善計画案の作成支援を実施するとともに、埼玉県住宅密集

地改善連絡会議を開催し、市町村へ情報提供を行った。 

・ 令和５年度には、市町村の住宅密集地の特定や改善計画の策定に向け、県による

技術的支援を１０市町で実施し、累計の実績（令和元年～令和 5 年度）として４市

８地区が計画策定に至った。 

 

○ 行動指標 

・ 良好な都市基盤が整備された面積（住宅地や商業地） 

策定時 

（Ｒ２年度末） 

最新値 

（Ｒ５年度末） 

目標値 

（Ｒ８年度末） 

２０，４１６ｈａ ２０，６２６ｈａ ２０，９４２ｈａ 

                           （埼玉県５か年計画） 
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○ 評 価 

 目指す姿の達成に向けて順調に進んでいるものと評価している。 
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取 組 住宅・建築物の耐震化等の促進【福祉、保健、都市、教育】 

 
［計画書の記載内容］ 

 建築物の耐震化等を所有者に働きかけるとともに、行政・建築関係団体による協 

議会において情報共有し、効果的な耐震化に努める。小中学校施設及び県立学校の 

校舎・体育館の耐震化は完了し、校舎・体育館以外の建築物の耐震化を進める。老 

朽化した県営住宅の計画的な建替えを進める。災害時の病院機能確保のため、災害 

拠点病院や二次救急医療機関等の耐震化の支援をする。 

 

○ 取組の必要性  

建築物の倒壊による死者・負傷者の発生を抑制するため、住宅・建築物の耐震化を

促進するとともに、災害時の病院機能確保のため、災害拠点病院や二次救急医療機関

等の耐震化が必要である。 

 

○ 目指す姿 

・ 災害発生時に高齢者施設等の利用者の安全・安心を確保できるよう、施設の状況

に併せて必要な対策をとっている施設がより増加する。 

・ 住宅の耐震化率を令和７年度までに９５％とする。 

・ 耐震診断義務付け建築物の耐震化進捗率を令和８年度までに１００％とする。 

・ 老朽化した県営住宅を建て替える。 

・ 災害拠点病院の耐震化率を令和６年度までに１００％とする。 

・ 県立学校食堂兼合宿所の耐震化率を令和８年度までに１００％とする。 

 

○ 平成２９～令和５年度の取組 

・ 高齢者施設等について、令和４年度は非常用自家発電設備の整備を５施設、換気

設備の整備を１施設、令和５年度は非常用自家発電設備の整備を５施設、給水設備

の整備を１施設、それぞれ補助を実施した。 

・ 住宅の耐震化については、リーフレットを作成し耐震改修、ブロック塀の安全対

策等の啓発や市町村の補助制度の周知を図り、多数の者が利用する一定規模以上の

民間建築物の耐震化を促進するため、平成２９年度から令和５年度にかけて、耐震

診断２２棟、改修設計９棟、改修工事８棟を行った。令和４年度は耐震診断３棟、

令和５年度は耐震診断２棟、耐震改修設計１棟に対して補助を行った。令和５年度

末の住宅の耐震化率は９４．４％となった。 

・ 多数の者が利用する民間建築物の耐震化については、所有者への直接訪問による

働きかけなどを実施するとともに、耐震診断、改修工事費等に対する助成を実施し

た。令和５年度末時点で耐震化率９５．４％となった。 

・ 県立学校の食堂兼合宿所の耐震補強工事を実施し、令和４年度末時点で耐震化率

１００％となった。 
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・ 市町村立小中学校施設については、校舎、体育館等の構造体の耐震化が平成２９

年度までに完了した。 

・ 平成２９年度から令和５年度にかけては述べ１６団地９９７戸（令和５年度は２

団地１０５戸）の県営住宅の建替えを行った。 

・ 社会福祉施設の耐震化については、耐震化促進補助を活用して耐震化を進め、令

和元年度末時点で耐震化率９５．４％となった。 

・ 災害拠点病院の耐震化については、耐震化率１００％を達成している。なお、災

害拠点病院以外の病院の耐震化も促進しており、医療施設耐震整備事業補助金を令

和３年度は１病院、令和４年度は２病院、令和５年度は２病院に交付した。また、

耐震性のない病院に対し、医療施設耐震整備事業補助金の周知を図った。 

 

○ 行動指標 

・ 耐震診断義務付け建築物の耐震化進捗率 

策定時 

（Ｒ２年度末） 

最新値 

（Ｒ５年度末） 

目標値 

（Ｒ８年度末） 

９４．４％ ９６．０％ １００％ 

                           （埼玉県５か年計画） 

 

○ 評 価 

 目指す姿の達成に向けておおむね順調に進んでいるが、引き続き、住宅・建築物の

耐震化を促進する。 
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取 組 警察の災害対応力の強化【警察】 

 

［計画書の記載内容］ 

 防災週間等と合わせた災害警備部隊の総合訓練や部隊ごとの個別訓練、九都県市合

同防災訓練等の他機関主催の防災訓練への参加により、災害対応力を強化する。 

 

○ 取組の必要性  

警察で災害対応に遅延が発生しないように、防災訓練等により災害対応力を強化す

る必要がある。 

 

○ 目指す姿 

・ 発災時に防災関係機関と緊密に連携し、災害警備活動を迅速に行えるよう、災害

対応力の強化に努める。 

 

○ 平成２９～令和５年度の取組 

・ 自治体や消防機関と各種訓練を実施して、平時から顔の見える関係を構築した。 

・ 整備した救助用ボートを使用した水害対応訓練や災害活動用資機材の習熟訓練を

反復するなど、職員個々の災害対応力の向上を図った。 

・ 令和４年度は、関東管区広域緊急援助隊合同訓練の実施や、令和５年度は警察航

空機等多数機連携による救出救助訓練や九都県市合同防災訓練へ参加したほか、年

間を通して合同訓練や個別訓練を実施し、災害対応力の強化と共に防災関係機関と

の関係醸成を図った。 

 

〇 評 価 

 目指す姿の達成に向けて順調に進んでいるものと評価している。 
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取 組 自助と共助による地域単位の防災力の向上【危機】 

 

［計画書の記載内容］ 

 減災に向けた自助の取組のきっかけとして、家具の固定、災害用伝言サービスの 

体験、３日分以上の水・食料の備蓄の「３つの自助の取組」を働きかける「イツモ 

防災事業」を実施する。家具の固定を促進するため、民間団体との連携を進める。 

 

○ 取組の必要性  

災害における被害を最小限にとどめるため、事前の備えとして、３つの自助の取組

の普及を図る必要がある。 

 

○ 目指す姿 

・ 県民が「３つの自助」に取り組んで災害時の被害を出来る限り軽減させている。 

 

○ 令和元～令和５年度の取組 

・ ３つの自助の考え方を県で養成したインストラクターや市町村職員による出前講

座を実施した。なお、令和２、３年度の実績は、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大の影響で大きく減少したが、新規マニュアルブック（地震時の行動編）の作成

や既存のマニュアルブックを使用した研修を実施するなど、啓発や人材育成に努め

た。 また、令和３年度には新規マニュアルブックを希望する６町村の各世帯（３

８,３００部）に配布した。 

・ 建設業関係団体と連携し、県民の家具固定化の取組を支援する「家具固定サポー

ター登録制度」を実施している。登録数は、令和７年３月末時点で、１２０であ

る。 

 

○ 評 価 

 目指す姿の達成に向けて順調に進んでいるものと評価している。 
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取 組 災害情報の共有と県民への適切な提供【危機、県土】 

 

［計画書の記載内容］ 

 洪水時における水防団の活動や住民の円滑な避難行動のため、河川の水位や降雨状

況について、観測情報を提供する。 

 災害オペレーション支援システムを使用し、避難情報の可視化、共有化に取り組

む。 

 

○ 取組の必要性  

県民の避難行動を促すため、防災関係機関と災害に関する情報を共有し、様々な情

報を迅速、的確に伝達する必要がある。 

 

○ 目指す姿 

・ 洪水時における水防団の迅速な水防活動や住民の自主的な避難行動を促すための

河川防災情報について、正確かつ分かりやすく提供していく。 

・ 災害オペレーション支援システムを活用し、防災関係機関との災害情報の共有を

図り、適切な避難情報の発信と共有を行う。 

 

○ 令和元～令和５年度の取組 

・ 水位計を令和５年度は１０８箇所増設し、累計１３８箇所設置した。 

・ 河川監視カメラを令和５年度は９７箇所増設し、累計１５５箇所設置した。 

・ 「埼玉県川の防災情報」を通じて、県民に水位等の観測情報を提供した。令和４

年度は本ウェブページをリニューアルし、令和５年度は河川情報空白地帯解消のた

め、水位計と河川監視カメラを増設し、公開した。 

・ 「川の防災情報メール」を県公式 LINEアカウントからも配信できるようにし

た。 

・ 災害オペレーション支援システムについて、避難勧告等に関するガイドラインが

改定され、避難情報に「災害発生情報」が追加されたことを受け、システム改修を

実施した。 

・ 新型コロナウイルス感染症蔓延期における災害に備え、「避難所の混雑状況」を

Ｌアラートに発信できるよう、システム改修を実施した。 

・ 災害対策基本法等の改正案を踏まえ、「避難勧告」が「避難指示」へ一本化され

ることを受け、システム改修を実施した。 

・ 災害対策基本法等の改正を踏まえ、「避難情報の判断・伝達マニュアル（作成 

 例）」を改正・周知した。 

・ 基盤的防災情報流通ネットワーク（SIP4D）を活用し、県、市町村以外の機関が

保有する様々な情報を災害オペレーション支援システムの地図上に展開、共有し可

視化することにより、迅速な災害対応を支援することができた。 

・ 県、市町村以外の機関が保有する様々な情報を地図上に展開、共有し可視化する

ことにより、迅速な災害対応を支援することができた。 
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・ 物資調達・輸送調整等支援システムを活用した訓練を行い、システムや運用課題

の洗い出しを行った。 

 

○ 評 価 

目指す姿の達成に向けて順調に進んでいるものと評価している。 
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取 組 災害時医療体制の確保【保健、県土】 

 

［計画書の記載内容］ 

 平常時から医療体制の充実を図るとともに、近隣都県との医療連携を進める。Ｄ Ｍ

ＡＴの具体的な活動を定めた計画等を訓練を通じて検証、改善をする。災害時に負担

が大きくなる災害拠点病院を支援する災害時連携病院を指定し、患者受入体制を強化

する。高次医療施設へのアクセスの改善、搬送時間の短縮のため、幹線道路の整備等

を進める。 

 

○ 取組の必要性  

 大規模災害が発生した場合には医療需要が急激に増加することから、医療資源を最

大限活用することが必要である。 

 

○ 目指す姿 

・ 大規模災害が発生した場合には、限られた医療資源を最大限活用し、発災後の時

間経過に応じた適切な医療を提供する。そのために、平時から災害を念頭に置いた

医療関係機関や防災関係機関との連携体制を構築する。 

・ 幹線道路の整備、道路網の多重化による高次医療機関等へのアクセス強化、搬送

時間の短縮を図る。 

 

○ 平成２９～令和５年度の取組 

・ 関東ブロックＤＭＡＴ訓練等に参加し、災害時における他県との連携について確 

 認した。 

・ 災害時小児周産期リエゾン、地域災害医療コーディネーターを随時指定し、災害

時に医療を円滑に行う体制を整備した。 

・ 災害医療コーディネーター等を対象とした実践的な研修を実施した。 

・ 災害時の対応を迅速に行うため、二次保健医療圏ごとに新たに地域災害保健医療

調整会議を設置し、会議の構成員を対象とした実践的な訓練を実施した。 

・ 埼玉県独自のＤＭＡＴ養成研修を実施した。 

・ 飯能寄居線、練馬所沢線、国道１２５号栗橋大利根バイパス、幸手境線、久喜騎

西線、日高川島線を供用開始した。令和５年度は、国道２５４号和光富士見バイパ

スの部分供用を行い、高次医療施設へのアクセス性向上に寄与した。また、国道１

４０号大滝トンネル、国道２５４号和光富士見バイパスなどの整備を推進し、円滑

な交通の確保と災害時の支援ルートの多重化に取り組んだ。 

・ 災害拠点病院に対して、施設や設備等の整備を支援した。 

・ 地域災害保健医療対策会議研修・訓練を令和４年度は７つ、令和５年度は４つの

二次保健医療圏で実施した。 

・ 災害時連携病院を２１病院指定した。 

 

○ 評 価 

目指す姿の達成に向けて順調に進んでいるものと評価している。 
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取 組 感染症対策の強化と迅速な初動体制の確保【保健】 

 
［計画書の記載内容］ 

 平常時から市町村とともに標準的予防策の徹底を啓発するとともに、消毒薬等の医

薬品の備蓄を進める。さらに、感染性の強い疾病の発生に備え、資材の備蓄を行う。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が本県の社会経済に著しい影響を与えたこと

を教訓に、平時から体制を強化し、感染症の感染拡大を未然に防ぐため、感染症対策

に精通した感染症専門人材の育成・確保に努める。 

 

○ 取組の必要性  

 災害時に医療需要が急激に増加する中、感染症発生による更なる医療需要の発生を

回避する必要がある。 

 

○ 目指す姿 

・ 感染症の流行に備えて、感染拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限にとど

めるための体制の構築を図る。 

・ 研修受講者が中心となり、県内すべての入院医療機関内で平時から効果的な感染

症対策が実施されることを目指す。 

 

○ 平成２９～令和５年度の取組 

・ 医薬品の備蓄については、備蓄目標量である１０２．１７万人分の抗インフルエ

ンザウイルス薬を県内倉庫に備蓄を行った。 

・ 資材の備蓄については、新型コロナウイルス感染症の関係もあり、各医療機関が

診療や検査を行うに十分な備蓄を推進した。 

・ 令和５年度は、県内医療機関に勤務する医療従事者を対象として、研修会を３期

開催した。１期につき６０名募集したところ、３期の合計で２０５名の応募があ

り、１６１名が受講した。 

 

○ 評 価 

 目指す姿の達成に向けて順調に進んでいるものと評価している。 
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取 組 道路施設の耐震化等による安全性の向上【農林、県土】 

 
［計画書の記載内容］ 

 古い基準で建設された橋りょうの耐震補強を進めるとともに、経年劣化への対応の

ため計画的な修繕や更新を進め、県管理道路、森林管理道の安全確保を進める。 

 

○ 取組の必要性  

 救命活動、緊急輸送、復旧活動を迅速に実行するため、橋りょうの耐震化や計画的

な修繕、更新を進める必要がある。 

 

○ 目指す姿 

・ 平成８年より古い基準で建設された、耐震補強が必要な橋りょうの耐震補強率に

ついて、令和８年度末までに８５．８％を達成する。 

・ 橋りょう保全計画に定められた橋りょうの修繕や更新を計画的に進め、県管理道

路の安全性を高める。 

・ 森林管理道施設の長寿命化推進およびメンテナンスサイクルの構築とその執行を

進める。 

 

○ 平成２９～令和５年度の取組 

・ 県管理道路において、令和５年度に９橋の耐震補強が完了し、平成８年より古い

基準で建設された耐震補強が必要な橋梁の耐震補強率は、７６．９％（３２６橋／

４２４橋）となった。 

・ 令和５年度は橋りょう保全計画に定められた７７橋の修繕に着手し、県管理道路

の安全性向上に取り組んだ。 

・ 埼玉県森林管理道施設長寿命化計画に基づき、令和５年度は３路線３箇所の、平

成２９年度から令和５年度にかけて６路線１５箇所の長寿命化事業を実施し、通行

者の安全確保を進めた。また、個別施設計画策定の助成を令和５年度は３市町村に

行い、延べ１６市町１組合についてメンテナンスサイクルの構築を促した。 

 

○ 評 価 

 目指す姿の達成に向けて順調に進んでいるものと評価している。 
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取 組 道路ネットワークの整備・通行の確保【県土、都市】 

 

［計画書の記載内容］ 

 道路の通行を確保するため、災害時における道路啓開体制の強化を進めるととも 

に、輸送道路の沿道建築物の耐震診断・改修工事等への支援や電線類の地中化、路面

下空洞調査等を行う。防災拠点や高次医療機関への交通アクセスルートの 多重化を

図るため、未接続道路等を整備する。また、高速道路のインターチェンジへのアクセ

ス改善のため、現道の拡幅やバイパスの整備をする。 

 

○ 取組の必要性  

 災害時における道路の通行確保に向けて、平常時から道路の安全点検や連絡体制の

構築、環境整備に努めるとともに、災害時の道路啓開体制の強化を進める必要がある 

 

○ 目指す姿 

・ 幹線道路の未接続箇所の整備、道路網の多重化による防災活動拠点等へのアクセ

スを強化する。 

・ 現道の拡幅やバイパス整備による高速道路等へのアクセスを強化する。 

・ 県管理道路における電線類地中化整備延長について令和 8年度末までに 65.7ｋｍ

以上を実施する。 

・ 緊急輸送道路閉塞建築物の耐震化を推進する。 

・ 県管理道路整備箇所の混雑時平均旅行速度を、令和８年度末までに３２．０㎞/h

とする。 

 

○ 平成２９～令和５年度の取組 

・ 道路啓開計画について、発災時における初動活動の円滑かつ確実な実施体制を確

保するため、道路管理者及び関係者による検討会や調整会議により、課題の抽出や

連携強化を図るとともに、道路管理者および建設業協会などによる道路啓開訓練を

実施し、実効性を高めた。 

・ 飯能寄居線、練馬所沢線、国道１２５号栗橋大利根バイパス、幸手境線、久喜騎

西線、日高川島線を供用開始した。令和５年度は、国道２５４号和光富士見バイパ

スの部分供用や国道４０７号鶴ヶ島日高バイパスの供用を行い、防災活動拠点等へ

のアクセス性向上に寄与した。また、国道１４０号大滝トンネル、国道２５４号和

光富士見バイパスなどの整備を推進し、災害時の支援ルートの多重化、インター

チェンジへのアクセス性向上に取り組んだ。 

・ 県管理道路の電線類の地中化において令和５年度中に１．１kmの整備を行ない、

令和５年度末時点で整備延長が５９．９㎞となった。 

・ 緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化について、県及び特定行政庁市による協議会

において情報共有を図った。緊急輸送道路を塞ぐおそれのある民間建築物の耐震化

を促進するため、平成２９年度から令和５年度にかけて、耐震診断１６棟、改修設

計５棟、改修（除却含む）工事５棟実施した。令和５年度は耐震診断１棟、建替設

計１棟、除却工事 1棟に対して補助を行った。 
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・ 耐震診断・改修工事費等に対する助成、緊急輸送道路の沿道建築物の所有者へ直

接訪問による働きかけを実施し、耐震化に向けた啓発を行ったが、県が重点的に耐

震化を進めている重点路線においては対象建築物５８棟のところ、令和５年度末時

点で耐震診断済が３６棟、耐震化済が２３棟にとどまっている。 

 

 

○ 行動指標 

・ 県管理道路整備箇所の混雑時平均旅行速度 

策定時 

(令和元年度末) 

最新値 

（Ｒ４年度末） 

目標値 

（Ｒ８年度末） 

１９．２㎞/h ２２．８km/h ３２．０㎞/h 

                           （埼玉県５か年計画） 

 

○ 評 価 

目指す姿の達成に向けておおむね順調に進んでいるが、緊急輸送道路の沿道建築物

の耐震化については努力を要するものと評価している。 
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取 組 市街地等で発生する下水等の適切な処理と施設の災害対応力強化 

    【環境、農林、下水】 

 

［計画書の記載内容］ 

 下水道、農業集落排水、浄化槽等の適切な役割分担のもと、生活排水等を適切に 

処理する施設の整備を市町村とともに進める。市町村が実施する公共下水道の未普 

及解消や、生活雑排水を処理できない単独処理浄化槽等から生活排水を全て処理で 

き、災害に強い合併処理浄化槽への転換に対する支援を行う。 

 災害に備え、県が運営する流域下水道事業では、管きょやポンプ場の流下機能の 

確保、終末処理場の施設の耐震化による処理機能の確保、耐震化完了までの補完計 

画の作成を行う。老朽化が進行している農業集落排水の施設の機能診断や補修工事 

を実施する。 

 災害時の行政機能の低下を補完するため、災害時支援に関するルールによる応急 

対応が実施できるよう備える。また、被災時の下水道使用による溢水や応急復旧の 

遅れを防ぐため下水使用制限要請ができるよう備える。 

 

○ 取組の必要性  

 災害時においても、汚水処理の停止による衛生状態の悪化を回避するため、汚水の

適切な処理と施設の災害対応力強化が必要である。 

 

○ 目指す姿 

・ 令和７年度までに生活排水処理率が１００％となる。 

・ 下水道による生活排水処理人口普及率が令和７年度末までに８６．７％となる。 

・ 既設の農業集落排水施設について、市町が適時適切な補修工事等を行うことによ

り、施設の機能を維持し、農村地域の生活環境の向上を図る。 

・ 関連団体の連携を強化し、災害時でも円滑に要請や支援が行えるような体制を整

備する。 

 

○ 平成２９～令和５年度の取組 

・ 合併処理浄化槽の補助を行った（個人設置型は５，５６０基、公共浄化槽は６１

８基） 

・ 令和５年度末の生活排水処理人口普及率は９４．０％となった。平成２９年度の

９１．７％から２．３ポイント（年平均約０．４ポイント）増加した。 

・ 水質汚濁防止法に基づき、水質測定計画を定め、県内主要河川（44河川、94地

点）の水質測定を実施し、その結果を公表した。 

・ 下水道については未普及解消に取り組む市町村に対する整備促進の技術的支援と

国の交付金の活用を進めた。 

・ 農業集落排水については彩の国ゆたかなむらづくり整備事業を活用し、令和５年

度は、農業集落排水処理施設の補修工事８地区、機能診断１地区、維持管理適正化

計画策定２地区、最適整備構想策定１地区を実施した。 
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・ 県下水道局、市町・組合、埼玉県下水道公社、包括的民間委託事業者、災害時支

援協定締結団体が参加した大規模災害を想定した実動訓練を実施し、被害状況の報

告や支援要請の手順等の課題を抽出・検討を行った。 

 

○ 評 価 

 目指す姿の達成に向けておおむね順調に進んでいるが、生活排水処理人口普及率に

ついては努力を要するものと評価している。 
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取 組 安全な水の早期供給再開と施設の災害対応力強化【保健、企業】 

 

［計画書の記載内容］ 

 各家庭に水道水を供給する水道事業者に対して、水道施設の耐震化、老朽化水道 

施設の更新を支援する。 

 県営水道では、水質が安全であることを確認するため、水源の水質を定期的に監 

視する。浄水場に取水してからは毒物監視装置等により常時監視を行い、原水の水質

に応じた適切な浄水処理を実施する。さらに、安全な水を供給するため、県営浄水場

に高度浄水処理施設を整備する。また、災害に備えて、貯水タンクの増設、水処理施

設の耐震補強を進める。 

 

○ 取組の必要性 

 災害の発生により給水停止が長期化する事態を回避するため、安全な水の早期供給

再開と施設の災害対応力強化が必要である。 

 

○ 目指す姿 

・ 基幹管路の耐震適合率を令和７年度末に５５．０％を目指す。 

・ 災害や水質事故時でも水源の水質を把握し、適正な浄水処理を実施する。 

・ 水道施設の耐震化を図り、地震に強い水道を構築する。 

・ 将来にわたり水質基準に適合した安全な水を供給するため県営浄水場に高度浄水

処理施設を整備する。 

・ 令和８年度までに、備蓄水量を７０４万人分確保する。 

 

○ 平成２９～令和５年度の取組 

・ 水道施設の耐震化や更新を推進するため、補助事業に関する説明会の開催や個別

相談・立入検査を通じて、水道事業者への指導・助言を実施した。基幹管路の耐震

適合率（水道事業者及び県営水道を合わせた割合）は、令和４年度末時点で４９．

７％となり、平成２８年度末時点の４３．０％から、６．７ポイント増加した。 

・ 県営水道については、水源水質の定期的な監視、毒物監視装置による水源河川の

常時監視を進めた。 

・ 県内５浄水場の水処理施設の耐震補強を実施し、１１４施設中１１３施設の耐震

化が完了した。令和５年度は、行田浄水場着水井耐震化等関係工事を施工中であ

る。 

・ 平成２９年度に大久保浄水場・庄和浄水場・行田浄水場の貯水タンクを増設し、

令和３年度は高倉中継ポンプ所の貯水タンクを増設した。 

・ 大久保浄水場高度浄水処理施設整備事業について、令和５年度は既設杭撤去工事

が完了し、基礎杭工事を施工中である。 
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○ 行動指標 

・ 備蓄水量の確保 

策定時 

(Ｒ２年度) 

最新値 

（Ｒ５年度） 

目標値 

（Ｒ８年度） 

６８５万人分 ６８８万人分 ７０４万人分 

（埼玉県５か年計画） 

○ 評 価 

目指す姿の達成に向けておおむね順調に進んでいるが、備蓄水量の確保については

努力を要するものと評価している。 
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取 組 避難所の公衆衛生と生活の質の確保【危機、保健】 

 

［計画書の記載内容］ 

 災害時公衆衛生活動マニュアルに基づき、平常時からの体制整備、訓練や研修の 

実施、災害発生時の役割分担や職員派遣に関する整備等を進める。 

 平常時から飼い主に災害時のペット同行避難等、飼育動物に係る災害時の備えに 

ついて啓発を行う。関係する団体、企業及びボランティアと災害発生時に備えた連 

携を深める。避難所のペット受入れ体制の整備に向け、市町村の支援を行う。 

 災害時の新型コロナウイルス感染症対策に当たり「避難所の運営に関する指針 

（新型コロナウイルス感染症に対応したガイドライン）」に沿ったマニュアル策定 

を支援する。 

 

○ 取組の必要性  

 災害の発生により避難所の生活環境が悪化する事態を回避するため、避難所の公衆

衛生と生活の質の確保が必要である。 

 

○ 目指す姿 

・ 全保健所において、災害時公衆衛生活動マニュアルに基づいた訓練や研修を行

う。さらに、地域の医療機関や行政機関等との連携することにより、災害による被

害者を最小限に抑える。 

・ 災害時に飼い主とともに避難する動物を受け入れる避難所が各市町村にあること

で、安心してペットを連れた避難が行われ、避難所では飼い主による避難動物の適

正な飼養管理が行われる。 

・ 継続的な情報提供や研修を通して、市町村の避難所運営マニュアルの見直しを促

進する。 

 

○ 平成２９～令和５年度の取組 

・ 県内の拠点保健所を中心に、大規模災害を想定したシミュレーション訓練を実施

し、急性期と慢性期、それぞれに焦点をあて、医療機関、消防、警察、行政機関等

の職員との連携構築を図った。令和５年度は拠点保健所を中心とした大規模災害を

想定した訓練を実施した。また、令和６年能登半島地震に際して、保健師等の派遣

を行った。 

・ 地域の災害時保健医療体制の充実・強化を図るため、「災害時保健医療体制の充

実・強化に関する取組方針」を定めた。 

・ 県内保健所及び保健医療部内関係課職員を対象として、地域における災害時医療

体制の整備や各保健所での取り組みに関する情報交換会を開催した。 

・ 県保健所を対象に、災害時公衆衛生活動マニュアルに基づき、衛星携帯電話を用

いて保健所間及び保健医療政策課との通信連絡訓練を行った。 

・ 令和５年度は、データ通信機能付き衛星携帯電話を保健医療政策課及び県内１３

保健所に整備した。 
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・ 国が開催する DHEAT研修ファシリテーター研修に２名派遣し、修了者が DHEAT研

修を運営、ファシリテートする形で DHEAT基礎研修を実施した。 

・ 避難所での動物受入れ体制整備を行う市町村を支援するため、平成３０年度及び

令和元年度に市町村防災担当課職員等を対象とした動物防災研修会を開催するとと

もに、令和２年６月に市町村・避難所管理者向け「ペット同行避難ガイドライン

（避難所運営編）」を市町村に提供した。 

・ 県民への啓発については、動物愛護週間に実施する啓発キャンペーンや各種イベ

ントの機会を活用し、パネル展示やリーフレット配布することに加え、令和３年１

２月には一般飼い主向け「ペット同行避難ガイドライン」をＨＰ等により公表し

た。 

・ 令和５年度には、九都県市合同防災訓練等にブース出展（計４回、来訪者１，８

０７名）を行った。 

・ また、災害時動物救護活動ボランティア登録制度により募集したボランティア２

７９人に対し、一時預かり可能な動物の頭数等の現況確認を実施した。 

・なお、令和５年度末時点で、県内全６３市町村が地域防災計画においてペットを同

行した避難者を避難所で受け入れを表明していることを確認した。 

・ 市町村に対して、県で作成した「避難所の運営に関する指針」を示し、会議等を

通じて作成について働きかけ、マニュアル作成率は平成３０年度末時点で１００％

となった。 

・ 「避難所の運営に関する指針（新型コロナウイルス感染症に対応したガイドライ

ン）」を策定し、市町村に周知を行い、コロナ禍における市町村の避難所運営マ

ニュアル改定支援を行った。また、令和５年度は災害時の感染症対策にあたり避難

所の運営に関する指針の別冊子である「新型コロナウイルス感染症に対応したガイ

ドライン」を廃止し、感染症対策全般として指針本編に盛り込む改正等を行い、市

町村のマニュアルの見直しを支援した。 

 

○ 評 価 

目指す姿の達成に向けて順調に進んでいるものと評価している。 
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取 組 平常時からの産業創出【産労】 

 

［計画書の記載内容］ 

 本県の「稼げる力」を強化するため、デジタルトランスフォーメーション （DX）

に取り組む事業者に対するデジタル技術の活用支援や、製品開発及び実証の支援など

を行うとともに、本県への企業立地を促進する。立地企業に対しては操業前後のフォ

ローアップを行い、企業の要望を適切に関係機関につないでいく。これにより企業の

集積や操業環境の向上を図る。  
 

○ 取組の必要性  

 災害の発生により、生産力が大幅に低下する事態を回避するため、平常時から強い

産業の創出が必要である。 

 

○ 目指す姿 

・ 県内中小企業の稼げる力につながる技術開発支援を継続的に実施する。 

・ デジタルデータ（3Dデータ）を活用したものづくりが広く製造業に浸透して設計

→試作→生産のデジタル化による開発期間の短縮や、柔軟かつ迅速な生産立ち上げ

が可能となり、企業の競争力が高まる。 

・ 令和４年度～令和８年度の累計で新規に２５０件の企業が立地する。 

 

○ 平成２９～令和５年度の取組 

・ 令和４～５年度に次世代ものづくり技術活用製品開発費補助金について、２６件

採択した。このうち、令和５年度については１２件採択した。 

・ 令和３年度にデジタル技術活用製品開発費補助金について７件採択した。 

・  平成２６年度から令和２年度までに企業主体の研究開発に対して１３１件、中長

期に製品化を目指す産学連携の研究開発に対して７２テーマ採択している。 

・ 平成２６年度から令和４年度までの先端産業支援により、１３２件が製品化され

た。 

・ 令和５年度にデジタルものづくり環境を活用した試作支援を１４４件行った。令

和２年度～令和５年度までの累計支援件数は、６２２件となった。また、ＤＸ推進

セミナーや各種研修を実施し、県内企業の支援を行った。 

・ 本県の立地優位性を生かし、雇用や投資の効果の高い分野の企業を重点的に誘致

するため、企業の様々なニーズに対応した誘致活動を行った。 

・ 新規の企業立地について、令和５年度は５３件となり、毎年度５０件以上の企業

立地を達成しており、令和４年度～令和５年度の累計で１１３件となった。 
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○ 行動指標 

・ 新規の企業立地件数 

策定時 

（Ｒ４年度） 

最新値 

（Ｒ４～５年度） 

目標値 

（Ｒ４～８年度累計） 

- １１３件 ２５０件 

                           （埼玉県５か年計画） 

 

○ 評 価 

目指す姿の達成に向けて順調に進んでいるものと評価している。 
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取 組 金融機能・産業機能の維持【産労】 

 

［計画書の記載内容］ 

 県産業振興公社と連携して、県内中小企業に対し、セミナーやホームページでの 

広報によりＢＣＰの普及を進めるとともに、策定を希望する中小企業への個別支援 

を行う。 

 県制度融資の経営安定資金（災害復旧関連）により、被災時の民間企業の事業継 

続を支援する。 

 

○ 取組の必要性 

 災害発生時において、経済活動の機能を維持するため、金融機能・産業機能の維持

が必要である。 

 

○ 目指す姿 

・ 県内中小企業におけるＢＣＰ策定への意識向上のため、事例集作成やセミナー開

催による支援を行う。 

・ 災害発生時に県制度融資の迅速な融資により被災企業の事業継続を支援する。 

 

○ 平成２９～令和５年度の取組 

・ 県産業振興公社や包括連携協定を結んだ損害保険会社と連携してＢＣＰセミナー

を実施した。 

・ ＢＣＰの策定を希望する企業に対して個別支援を実施し、支援企業においてＢＣ

Ｐが策定された。また、３３３件の事業継続力強化計画策定を支援した。 

・ 被災時の民間企業の事業継続を支援するため、県制度融資における経営安定資金

の融資枠を十分に確保し、事業者の資金需要に万全を期した。 

・ 経営安定資金（災害復旧関連）などの県制度融資について、ホームページやパン

フレット等により周知した。 

・ 東日本台風で被害を受けた中小企業に対し、緊急融資枠を設けるとともに、融資

限度額を引き上げることで、災害復旧に向けた円滑な資金調達を支援した。 

 

○ 評 価 

 目指す姿の達成に向けて順調に進んでいるものと評価している。 
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取 組 空き家対策の促進【都市】 

 

［計画書の記載内容］ 

 老朽空き家対策及び空き家の利活用について、行政・関係団体による連絡会議を通

じて市町村の取組を支援する。 

 

○ 取組の必要性  

 災害の発生により市街地の各所で火災が発生した場合、大規模延焼に至らないよう

にするためには、空き家対策が必要である。 

 

○ 目指す姿 

・ 市町村の老朽空き家対策及び空き家利活用対策が進んでいる。 

 

○ 平成２９～令和５年度の取組 

・ 県、市町村、関係団体で構成する連絡会議を通じて市町村に空家等対策計画作

成、空き家バンク設置等を働きかけた。 

・ 空家等対策計画を策定している市町村は令和５年度末時点で４８市町村であり、

老朽空き家がもたらす問題に総合的に対応する体制を整えた。 

・ 空き家バンクが設置された市町村は、令和５年度末時点で５４市町村となった。 

 

○ 評 価 

目指す姿の達成に向けて順調に進んでいるものと評価している。 
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取 組 農業用ため池等の防災対策【農林】 

 

［計画書の記載内容］ 

 防災重点農業用ため池２４４か所について、地震・豪雨耐性評価等を実施し、対 

策が必要な箇所については、対策工事等を進める。 

 大規模地震により広範囲でため池等の農業施設の被害が発生した場合、担当職員 

以外でも災害発生時の対応ができるよう、災害対応事務や連絡系統の確認を行う。 

 

○ 取組の必要性  

 地震で農業ため池の施設が損壊することにより農業ため池の水の流出する事態を回

避するため、農業ため池等の防災対策が必要である。 

 

○ 目指す姿 

・ 耐震性調査の結果、所定の安全率を下回ったため池について耐震対策を進める。 

・ 農業用ため池の防災情報連絡体制を整備する。 

 

○ 平成２９～令和５年度の取組 

・ 所定の安全率を下回った農業用ため池４箇所（累計１３箇所）について対策工事

を実施した。令和５年度末で９箇所のため池が耐震対策を完了し、４箇所が実施中

となっている。 

・ 県内の防災重点農業用ため池２４４箇所全てでハザードマップを作成した。 

・ 全ての防災重点農業用ため池において緊急事態に備えた連絡網を作成し、大規模

地震により広範囲でため池等に被害が発生した場合を想定した災害対応事務や連絡

系統の確認を行った。また、ため池以外の農業水利施設についても、連絡系統の確

認を行った。 

 

○ 評 価 

目指す姿の達成に向けて順調に進んでいるものと評価している。引き続き、農業た

め池等の防災対策に取り組んでいく。 
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取 組 治水施設の整備・減災に向けた取組の強化【農林、県土、都市】 

 

［計画書の記載内容］ 

 治水安全度を向上させるため、河川や調節池の整備を行う。堤防やダム等を定期的

に点検し、老朽化しているポンプ施設の長寿命化工事を計画的に行うとともに、著し

く河積阻害となる河道内の堆積土砂の撤去や樹木の伐採など適切な維持管理を実施す

る。このほか、浸水被害による内水排水機場の機能喪失を防ぐため、耐水化対策の検

討・取組を行う。雨水を地中に浸透させる取組も行う。 

 流域治水への転換に伴う水災害リスクに備えたまちづくりのための浸水想定区域 

図等の活用などを推進する。 

 防災重点農業用ため池２４４か所について、地震・豪雨耐性評価等を実施し、対 

策が必要な箇所については、対策工事等を進める。 

 

○ 取組の必要性  

 地震や超過降雨による洪水調整機能の大幅な低下や大規模な被害の発生を防ぐた

め、治水施設の整備・減災に向けた取組の強化が必要である。 

 

○ 目指す姿 

・ 河川整備が完了した延長を令和８年度までに 629ｋｍから 640ｋｍへ増加する。 

・ 流域治水対策の取組により、人命・財産の被害を防止・最小化する。 

・ 耐震性調査の結果、所定の安全率を下回ったため池について耐震化をする。 

 

○ 平成２９～令和５年度の取組 

・ 令和５年度は３．６ｋｍの河川整備が完了し、整備が完了した河川の延長は６３

５．４ｋｍとなった。 

・ 令和５年度に国庫補助（都市防災総合推進事業）を活用し、３市の防災上危険な

市街地における地区レベルの防災性の向上を図る取組を支援した。 

・ 調節池の５箇所供用開始、排水機場５１箇所及びダム１５箇所の長寿命化工事の

実施、雨水浸透桝を６４３基設置した。なお、うち令和５年度実績は、調節池の２

箇所供用開始、排水機場１０箇所及びダム３箇所の長寿命化工事の実施、雨水浸透

桝を３２基の設置である。 

・ 農業用ため池９箇所の耐震対策工事が完了した。 

・ 県において校庭貯留や雨水流出抑制施設設置の取組を進めるとともに、流域治水

協議会等の機会を活用して、市町村に対し校庭貯留等の雨水貯留施設の整備や田ん

ぼダム等の取組の促進を図った。 

 

○ 評 価 

目指す姿の達成に向けて順調に進んでいるものと評価している。引き続き、治水施

設の整備・減災に向けた取組の強化をしていく。 
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取 組 防災活動拠点等の強化【危機、県土】 

 

［計画書の記載内容］ 

 災害対策本部等が被災時に機能するように訓練の実施や計画の見直し等を行う。 実

践的な防災体制を維持できるように、庁舎、物的資源、人的資源の確保を進める。 

 災害対策本部となる庁舎等の防災拠点施設の耐震化・エネルギーの多重化を進め 

る。 

 防災活動拠点等へのアクセスの確保のため、未接続道路等を整備し、ルートの多重

化を図る。また、高速道路のインターチェンジへのアクセス改善のため、現道の拡幅

やバイパスの整備をする。 

 

○ 取組の必要性  

 行政自らが被災した場合においても、災害対策本部等が迅速かつ確実に機能する体

制を確保するため、防災活動拠点等の強化が必要である。 

 

○ 目指す姿 

・ 行政自らが被災した場合においても、災害対策本部等が迅速かつ確実に機能する

体制を確保する。 

・ 防災拠点となる公共施設の耐震化が図られている。 

・ 災害対策本部となる庁舎に非常用電源設備が設置されている。 

・ 幹線道路の未接続箇所の整備、道路網の多重化による防災活動拠点等へのアクセ

ス強化を行う。 

・ 現道の拡幅やバイパス整備による高速道路等へのアクセス強化を行う。 

 

○ 平成２９～令和５年度の取組 

・ 災害対策本部が設置される県庁舎について、大規模災害時の長期停電などにも対

応できるように非常用都市ガス発電機を危機管理防災センター内に整備した。 

・ 埼玉県業務継続計画の実効性を確保するため、部局ごとに図上訓練を実施すると 

ともに、災害時の職員参集状況等の迅速な把握に向けた訓練を実施した。 

・ 市町村の業務継続計画策定が進むように働きかけを行い、平成３０年度までに全

市町村で策定された。 

・ 庁舎等の防災活動拠点等の耐震化が促進されるよう、交付金や起債等の活用につ

いて助言するなど、市町村に働きかけた。 

・ 県・市町村庁舎における非常用電源設置率は、令和３年度が９２．２%、令和４

年度は９５．３％、令和５年度は９８．４％である。 

・ 耐震化されていない防災拠点となる県有建築物については、耐震改修工事を実施

し、令和３年度末で耐震化率１００％となった。 

・ 飯能寄居線、練馬所沢線、国道１２５号栗橋大利根バイパス、幸手境線、久喜騎

西線、日高川島線を供用開始した。令和５年度は、国道２５４号和光富士見バイパ

スの部分供用や国道４０７号鶴ヶ島日高バイパスの供用を行い、防災活動拠点等へ

のアクセス性向上に寄与した。また、国道１４０号大滝トンネル、国道２５４号和
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光富士見バイパスなどの整備を推進し、円滑な交通の確保と災害時の支援ルートの

多重化、インターチェンジへのアクセス性向上に取り組んだ。 

 

○ 行動指標 

・ 防災拠点となる公共施設（県及び市町村）の耐震化率 

策定時 

(Ｈ２６年度末) 

最新値 

（Ｒ５年度） 

目標値 

（Ｒ８年度末） 

９１．９％ ９７．５％ １００％ 

（埼玉県５か年計画） 

 

○ 評 価 

 目指す姿の達成に向けて順調に進んでいるものと評価している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


